
規制、制度、慣行、

又は手続等の名称 
○○情報の利活用に関する規制の緩和 

規制、制度、慣行、

又は手続等の現状 

○○情報については、現在◆◆法の規定により、「××及びこれに類する研究

を行う場合」にのみ、活用できることとされている。 

具体的な問題点 

 

○○情報については、△△の分野におけるニーズが極めて高く、これを利活

用することによって、新たなビジネスの創出等に役立つものである。 

しかしながら、現在◆◆法の規定では、「××及びこれに類する研究」にのみ

活用することが可能とされている。平成○年○○省の通達において、「これに類

する研究」の具体的な内容が提示されているが、それに従えば、◇◇◇◇にし

か活用できないのが実態であり、現在のニーズに即したものとは言いがたい。 

このため、○○情報を必要とする企業や研究機関は、行政の保有する○○情

報を入手の上活用することが不可能であり、独自の調査等を実施している。 

○○情報はそもそも公的な情報であり、かつ、個人情報等のセンシティブな情

報を含むものでもないことから、当該情報に対して使用制約をかける合理的な理

由があるとは考えられず、国民の財産として、一層の有効活用を促すために、一

般開放するべきである。 

問題により不利益を

被っている、困って

いる人又は団体等 

・ ○○情報を利活用したいと考えている研究機関、企業。 

改善提案 

（解決方法及び解決

による効果） 

 

 

◆◆法に定められている「××及びこれに類する研究」の対象範囲を、実際のニ

ーズに即した形で拡大する。 

 

なお、○○情報の具体的な活用例としては、以下が挙げられる。 

・ ▲▲分野におけるマーケット調査への活用 

・ ◇◇の推進にあたり必要となる●●の分析への活用 

××のシステム更新時における傾向分析（と、それによるコスト削減） 

根拠法 

◆◆法第○条 

○年○○省通達『◆◆法第○条に定める研究の範囲について』 

関連府省等 
○○省 

備考 
 

 


